
協議会規約の改正について 

 

令和７年６月３０日付国土交通省事務連絡「道路運送法第９条第４項に基づ

く協議会の開催を要しない場合の目安となる考え方について」において、関係

者の負担軽減及び生産性向上の観点から、軽微な事案については運賃協議会の

開催を要しないことが示された。また、軽微な事案については、各運賃協議会

において協議の上、判断されるべきものとされている。 

これを受け、本市の運賃協議会において、一定の事項を「軽微な事案」とし

て取り扱うことについて協議を行い、関係者の合意を得たところである。 

ついては、当該取扱いを明確化するため、沼田市地域公共交通活性化協議会

規約第１０条（運賃協議会）について、所要の改正を行いたい。 
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